
外航船舶 その他の船舶 外航船舶 その他の船舶係留施設 岸壁及び物揚場 係船料 係留１回総トン数１トンにつき　１２時間まで ３円１２銭 ３円３６銭 ３円１２銭 ３円４２銭　１２時間を超える場合　２４時間までごとに ４円１６銭 ４円４８銭 ４円１６銭 ４円５６銭係船料 １隻１月につき　須波港 １０，４８０円 １０，６７０円係船料 係留１回総トン数１トンにつき　１２時間まで　　宮島さん橋 ２円３１銭 ２円４９銭 ２円３１銭 ２円５３銭　　宮島さん橋以外の桟橋 １円６０銭 １円７１銭 １円６０銭 １円７４銭　１２時間を超える場合　２４時間までごとに　　宮島さん橋 ３円９銭 ３円３３銭 ３円９銭 ３円３９銭　　宮島さん橋以外の桟橋 ２円１４銭 ２円２９銭 ２円１４銭 ２円３３銭入場料 入場する者１人（６歳以上）　１回につき ７０円 ７０円常時入場する者１人（６歳以上）　１月につき １，３６０円 １，３８０円車両　１台１回につき　　自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの １００円 １００円　　その他のもの　　　車体の長さ３メートル未満 １４０円 １４０円　　　車体の長さ３メートル以上５メートル未満 １７０円 １７０円　　　車体の長さ５メートル以上 ２６０円 ２６０円　１台１月につき　　自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの ２，０１０円 ２，０４０円　　その他のもの　　　車体の長さ３メートル未満 ２，６１０円 ２，６５０円　　　車体の長さ３メートル以上５メートル未満 ３，７１０円 ３，７７０円　　　車体の長さ５メートル以上 ５，３７０円 ５，４６０円荷さばき地 使用料 １平方メートル１日までごとに ３円６銭 ３円１１銭上屋 使用料 １平方メートル１日までごとに １４円２５銭 １４円５１銭待合所 使用料 事務室、売店、自動販売機その他これらに類するもの　１平方メートル１月までごとに　　佐木港　佐木港待合所 ９１０円 ９２０円　　佐木港　小佐木待合所 ５４０円 ５５０円　　須波港　須波港旅客上屋 １，６３０円 １，６６０円　　土生港　土生港旅客上屋 ２，２５０円 ２，２９０円　　重井港　重井西港待合所 ４１０円 ４１０円　　竹原港　内港待合所 ５３０円 ５３０円　　竹原港　北崎待合所 １，０９０円 １，１１０円　　忠海港　忠海港待合所 １，１５０円 １，１７０円　　瀬戸田港　瀬戸田港旅客上屋 ９７０円 ９８０円　　瀬戸田港　向田待合所 ４００円 ４００円　　鮴崎港　白水港旅客待合所 ２，０００円 ２，０３０円　　鮴崎港　福浦桟橋待合所 ７００円 ７１０円　　大西港　長江谷地区旅客上屋 ２，６４０円 ２，６８０円　　蒲刈港　田戸待合所 １，２７０円 １，２９０円　　小用港　小用桟橋待合所 １，９００円 １，９３０円　　小用港　吹越桟橋旅客上屋 １，０３０円 １，０４０円　　小用港　西沖地区旅客上屋 １，５３０円 １，５５０円　　小用港　秋月待合所 ７５０円 ７６０円　　大竹港　大竹港旅客待合所 ７４０円 ７５０円　　御手洗港　小長港旅客ターミナル １，０９０円 １，１１０円　　川尻港　川尻港旅客上屋 ５３０円 ５３０円　　中田港　高田港桟橋待合所 ８６０円 ８７０円　　中田港　中町桟橋待合所 ２，１６０円 ２，２００円　　厳島港　宮島三号桟橋待合所 １，９８０円 ２，０１０円保管施設 野積場 使用料 １平方メートル１日までごとに ２円１８銭 ２円２２銭船舶給水施設 使用料 水量１立方メートルまでごとに緑地 使用料 露店類、自動販売機その他これらに類する施設　祭礼、縁日等に際し一時的に設ける場合　　１平方メートル１日までごとに １５０円 １５０円　その他の場合　　１平方メートル１月までごとに １，０２０円 １，０３０円使用料 専用使用　普通使用　　１平方メートル１月までごとに ８３円３５銭に交付金に相当する額を加えた額 ８３円３５銭に交付金に相当する額を加えた額　特別使用　　１平方メートル１月までごとに ４２円８６銭 ４２円８６銭一時使用　１平方メートル１日までごとに ２円９３銭 ２円９８銭
港湾環境整備施設港湾施設用地

荷さばき施設旅客施設

船舶役務用施設 関係市町の水道料金に８１円を加えた額 関係市町の水道料金に８２円を加えた額

小型船舶特定係留施設桟橋（フエリーボートの接岸施設を含む。）及び浮桟橋
港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　【【【【地方港湾地方港湾地方港湾地方港湾】】】】港湾施設 港湾施設の種類 種別 単位 平成３１(2019)年９月３０日まで 平成３１(2019)年１０月１日から



港湾施設 港湾施設の種類 種別 単位 ９月３０日まで １０月１日から係船料 係留１回につき２４時間までごとに　１級施設　　艇長２５フィート未満 １，３３０円 １，３５０円　　艇長２５フィート以上３０フィート未満 １，６４０円 １，６７０円　　艇長３０フィート以上３５フィート未満 １，８５０円 １，８８０円　　艇長３５フィート以上４０フィート未満 ２，２６０円 ２，３００円　　艇長４０フィート以上５０フィート未満 ３，１８０円 ３，２３０円　　艇長５０フィート以上６０フィート未満 ３，９００円 ３，９７０円　　艇長６０フィート以上 ５，０３０円 ５，１２０円　２級施設　　艇長２５フィート未満 １，０２０円 １，０３０円　　艇長２５フィート以上３０フィート未満 １，１３０円 １，１５０円　　艇長３０フィート以上３５フィート未満 １，３３０円 １，３５０円　　艇長３５フィート以上４０フィート未満 １，６４０円 １，６７０円　　艇長４０フィート以上５０フィート未満 ２，１６０円 ２，２００円　　艇長５０フィート以上６０フィート未満 ２，６７０円 ２，７１０円　　艇長６０フィート以上 ３，１８０円 ３，２３０円
使用施設 使用内容 単位 現行 改正後建物である港湾施設 １平方メートルにつき１月までごとに Ａに０．００３３を乗じて得た額にＢに０．００５８を乗じて得た額を加算した額に１．０８を乗じて得た額 Ａに０．００３３を乗じて得た額にＢに０．００５８を乗じて得た額を加算した額に１．１０を乗じて得た額一時的催しもののために使用する場合 １００平方メートルにつき３時間までごとに １３０円 １３０円建物敷地、物置場等として使用する場合 １平方メートルにつき１月までごとに Ａに０．００３３を乗じて得た額。ただし、使用期間が１月未満のとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときは、この額に１．０８を乗じて得た額

Ａに０．００３３を乗じて得た額。ただし、使用期間が１月未満のとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときは、この額に１．１０を乗じて得た額電気又は電気通信の線路設置のために使用する場合 ６０円 ６０円９０円 ９０円１２０円 １２０円２３０円 ２３０円５８０円 ５８０円１，１００円 １，１００円その他の場合 表示面積一平方メートルにつき一年までごとに ４，４００円 ４，４００円看板 一時的に設けるもの ４４０円 ４４０円その他のもの ４，４００円 ４，４００円一本につき一年までごとに １，１００円 １，１００円アーチ 臨港道路を横断するもの ４，４００円 ４，４００円その他のもの ２，２００円 ２，２００円前各項に準じてその都度知事が定める額 前各項に準じてその都度知事が定める額

建物である港湾施設を除く施設
その他のもの
外径が０．４メートル以上１メートル未満のもの外径が１メートル以上のもの広告塔

上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下埋設して使用する場合又は港湾施設に添架して使用する場合
電気通信事業法施行令（昭和六十年政令第七十五号）別表第一第二号の表の種類及びその単位に掲げる区分ごとに同表宅地の欄に定める額

表示面積一平方メートルにつき一月までごとに標識 一基につき一月までごとに
外径が０．１メートル未満のもの 延長１メートルにつき１年までごとに外径が０．１メートル以上０．１５メートル未満のもの外径が０．１５メートル以上０．２メートル未満のもの外径が０．２メートル以上０．４メートル未満のもの

係留施設 桟橋及び浮桟橋

使用物件港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　【【【【目的外使用目的外使用目的外使用目的外使用によるによるによるによる場合場合場合場合】】】】

港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　港 湾 施 設 使 用 料 　【【【【ビジタービジタービジタービジター船舶船舶船舶船舶】】】】


